
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と２回目の交渉⑩

インターバル規制の明確な想定はない
「在校等時間」が規制に含まれない恐れも
●インターバル規制について、Ｑ＆Ａでは、明確に示されていない

教育委員会や校長が「講ずべき措置」
として、「指針」には、「終業から始業ま
でに一定時間以上の継続した休息時間を
確保すること」と規定されています。い
わゆる「インターバル規制」です。
「指針」のＱ＆Ａには、厚労省の有識

者会議報告書「８時間、９時間、10時間、
11時間及び12時間などの時間設定が考え
られる」を引き合いに出しながらも、「具
体的な時間数は一律には定めていませ
ん」として「地域や学校の実情や当該教
育職員及び業務の状況を総合的に勘案し、教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な時
間数を確保」することとしており、明確ではありません。

●インターバル規制に「在校等時間」を含めなければ、規制の意味がない

交渉では、インターバル規制の具体的な想定について質問しました。

《道教委の回答》

終業から始業までの一定時間以上の継続した休憩時間については、具体的な時間数は一律

に定められておらず、地域や学校の実情や当該教育職員及び業務の状況を総合的に勘案し、

教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な時間数を確保することとされています。

道教委の回答は、Ｑ＆Ａの文言をそのまま引き写しにしたものであり、具体的な想定は示され
ませんでした。具体的な時間を示さなければ、何でもありになってしまい、規制になりません。
また、「終業から始業まで」ということの解釈は、正規の勤務時間の「終業から始業まで」を想

定しているようです。深夜まで時間外勤務を行っても、それは「在校等時間」であり、労働基準
法上の「労働時間」とは異なるため、インターバル規制の対象とはならないというのが今の道教
委の解釈だと思われます。この点については、規則に盛り込む際の交渉で明らかにしていきます
が、「在校等時間」を含めないのであれば、インターバル規制は全く意味がありません。

変形労働制ではなく、せんせいふやそう！
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